
 

（１）学校給食センター運営委員会について 
 

印西市学校給食センター運営委員会については、条例・規則で設置の趣旨や組織内

容などが規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印西市学校給食センターの設置及び管理に関する条例（抜粋） 

（運営委員会） 

第６条 給食センターの適正な運営を図るため、印西市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）の諮問機関として、印西市学校給食センター運営委員会（以下「運営委員会」と

いう。）を置く。 

２ 運営委員会の委員の定数は、10 人以内とする。 

（委員） 

第７条 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。 

印西市学校給食センターの管理及び運営に関する規則（抜粋） 

（学校給食費） 

第８条 保護者並びに学校給食を受ける教職員及び市職員は、学校給食費を納入しなければ

ならない。 

２ 学校給食費の額は、印西市教育委員会が条例第６条第１項に規定する印西市学校給食セ

ンター運営委員会に諮問をし、その答申に基づき、市長と協議をして決定するものとする。 

（組織） 

第 16 条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(１) 公立小中学校長代表 ２人以内 

(２) 公立小中学校保護者代表 ４人以内 

(３) 知識経験を有する者 ４人以内 

（任期） 

第 17 条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものと

する。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 18 条 運営委員会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第 19 条 運営委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 運営委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定する

ところによる。 

（運営委員会の庶務） 

第 20 条 運営委員会の庶務は、学校給食課において処理する。 
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（２）学校給食の概要について 

１．目的・目標 

学校給食は、学校給食法に基づき実施されるもので、成長期にある児童生徒に

栄養バランスのとれた食事を提供するのみならず、食を通じて豊かな人間性を育

み、生涯にわたり健康で充実した生活を送る能力を養う学校教育の一環として取

り組まれています。 

また、学校給食の実施に当たっては、食育の視点を踏まえ次の 7 つの目標が掲

げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．給食の提供 

印西市では、共同調理場方式を採用し、令和 6 年 4 月から高花学校給食センター

が稼働し、現在、４か所の給食センターで市内の全小中学校に年間１９０日給食を

提供しています。 

献立は、栄養士の資格を持つ職員が栄養バランスを考慮しつつ多様な食材を用い

るよう工夫して作成し、お米をはじめ地元食材を積極的に使用してします。 

また、週４日の米飯給食を実施し、残り１日は麺やパン食としています。 

調理や配送は専門業者に委託しており、職員監督のもと衛生管理を徹底し、1 日

約 12,000 食を提供しています。 

給食費については、食材費用分として月額で小学校 4,620 円、中学校 5,140 円を

保護者に負担してもらっています。 

  

 

①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

②日常生活における食事について，正しい理解を深め，健全な食生活を営むこと

ができる判断力を培い，及び望ましい食習慣を養うこと。 

③学校生活を豊かにし，明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め，生

命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

⑤食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解

を深め，勤労を重んずる態度を養うこと。 

⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

⑦食料の生産，流通及び消費について，正しい理解に導くこと。 
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３．給食センター 

①中央学校給食センター（コスモスキッチン） 

所 在 地 印西市鹿黒南一丁目５番地 

敷地面積 11,333.19 ㎡ 

開  設 平成２９年８月 

調理能力 ６，０００食（3,000 食×2） 

 受 配 校 （第一調理場） 

小林小、原山小、原小、滝野小 

（第二調理場） 

木下小、大森小、高花小、 

小倉台小、西の原小 

 そ の 他 アレルギー対応給食、給食レストラン実施 

 

②高花学校給食センター 

所 在 地 印西市高花一丁目１番地 

敷地面積 5,843.31 ㎡ 

開  設 令和６年４月 

調理能力 ３，０００食 

 受 配 校 内野小、木刈小、船穂小、 

      牧の原小、 

 

③牧の原学校給食センター 

所 在 地 印西市牧の原二丁目５番地 

敷地面積 6,000.01 ㎡ 

開  設 平成８年４月 

調理能力 ３，０００食  

 受 配 校 印西中、船穂中、木刈中、 

小林中、原山中、印旛中、 

滝野中 

 

④印旛学校給食センター 

所 在 地 印西市美瀬二丁目２番地 

敷地面積 4,272.17 ㎡ 

開  設 平成５年４月 

調理能力 ２，０００食 

 受 配 校 六合小、平賀小、本埜小、 

いには野小、小林北小、 

西の原中、本埜中 

 

 



 

（３）令和５年度事業実施状況及び令和６年度事業実施予定について 

①令和５年度事業実施状況 

実施期日 事業名 主な内容 

７月２１日（金） 
第１回 

運営委員会 

・委嘱状交付 

・役員の選出 

・学校給食センター運営委員会について 

・学校給食の概要について 

・令和４年度事業実施状況及び令和５年度事業実施予 

定について 

・学校給食費について 

・小学校ブロック別学校給食費の設定について 

・（仮称）新高花学校給食センターの名称及び建設工事

の進捗状況について 

１１月８日（水）  
第２回 

運営委員会 

・給食費負担金の未納の状況について 

・第３子以降学校給食費補助金の状況について 

・物価高騰の状況について 

・高花学校給食センター開設に伴う受配校の変更につ 

いて 

・高花学校給食センター建設工事の現場視察について 

３月６日（水）  
第３回 

運営委員会 

・諮問 

・学校給食費の改定について 

・学校給食費の完全無償化について（報告） 
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②令和６年度事業実施予定 

実施期日 事業名 主な内容 

6 月 25 日（火） 
第１回 

運営委員会 

・委嘱状交付 

・役員の選出 

・諮問 

・学校給食センター運営委員会について 

・学校給食の概要について 

・令和５年度事業実施状況及び令和６年度事業実施予

定について 

・学校給食費の改定について 

・令和７年度以降の学校給食実施回数について 

・学校給食費の無償化について（報告） 

7 月１８日（木） 
第２回 

運営委員会 

・委嘱状交付 

・学校給食費の改定について 

・令和７年度以降の学校給食実施回数について 

・学校給食費の無償化について（報告） 

9 月下旬 
第３回 

運営委員会 

・学校給食費の改定について（答申） 

・令和７年度以降の学校給食実施回数について（答申） 

 





Ｒ6 4 月 （ 12 日 ） 9 月 （ 17 日 ） Ｒ７ 1 月 （ 16 日 ）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 29 30 26 27 28 29 30 31

5 月 （ 21 日 ） 10 月 （ 22 日 ） 2 月 （ 18 日 ）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

6 月 （ 20 日 ） 11 月 （ 20 日 ） 3 月 （ 14 日 ）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 1

2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 30 31

7 月 （ 14 日 ） 12 月 （ 16 日 ）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 中： ４月  9日（火）

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 小： ４月10日（水）

7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 中： 令和7年３月

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 小：

28 29 30 31 29 30 31

8 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

全 回

（ 1 学期 67 回 ） （ 2 学期 75 回 ） （ 3 学期 48 回 ）

令和６年度（２０２４）学校給食実施予定表

１ 学 期 ２ 学 期 ３ 学 期

開始日 4月12日 (金) 開始日 9月4日 (水) 開始日 1月9日 (木)

(金)終了日 7月19日 (金) 終了日 12月23日

入学式

(月) 終了日 3月21日

卒業式

令和7年３月

〇印： 始業式、終業式

190

※アレルギー対応マニュアルでは、保護者からのアレルギー回収書類を確認する期

間が必要なため、始業式の翌々日以降からの開始としている。新入生分は入学式翌

日から給食開始の場合、アレルギーのマニュアルで示す間隔（保護者から３日前ま

でにアレルギー書類の提出が必要）がとれないため、３日前に学校にアレルギー書

類を届けるなどの処置または、学年停止などの処置が必要となる（学校の事情によ

り給食の開始時期が遅れる場合は、各学校の停止手続きが必要となる。）。家庭・学

校のダブルチェックが原則ですので、確認に漏れのないよう注意が必要となる。

資料5－１



Ｒ7 4月 （ 12 日） 9月 （ 19 日） Ｒ８ 1月 （ 16 日）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 ① 2 3 4 5 6 1 2 3

6 ⑦ 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 ⑦ 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

5月 （ 20 日） 10月 （ 22 日） 2月 （ 18 日）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

6月 （ 21 日） 11月 （ 18 日） 3月 （ 15 日）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 22 23 ㉔ 25 26 27 28

29 30 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

30

7月 （ 13 日） 12月 （ 16 日）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 ⑱ 19 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21 22 ㉓ 24 25 26 27

27 28 29 30 31 28 29 30 31

（ 66 日） （ 75 日） （ 49 日）

（ 日）

資料５－２

３学期

令和７年度（2025年度）学校給食実施予定表　（案）

始業式 4月7日（月）

開始日

終了日

4月14日（月）

7月17日（木）

開始日 9月2日（火）

終了日

3月24日（火）終業式 7月18日（金）

始業式 1月7日（水）

終業式

12月22日（月）

開始日 1月8日（水）

終了日 3月23日（月）

令和７年度 190

始業式 9月1日（月）

終業式 12月23日（火）

１学期 ２学期



令和5年度　学校給食計画回数（調査）取りまとめ一覧R6.1月

学期 　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

4月 開始 15 4/10(月)

始業式の翌日

4/7(金) 15 4/10(月)

始業式の翌
営業日

4/7(金) 15 4/10(月)

学年はじめの
休日
始業式の翌日 4/7(金) 13 4/12(水)

小学校入学式
の翌日

4/6(木) 12 4/13(木)

始業式後、中３日間
あける。※令和５年
度は中２日としてい
るが、基本は、中３
日としている。

4/7(金)

5月 20 20 20 20 20

6月 21 21 21
県民の日

21 21

7月 終了 12 7/19(水)
終業式の前日

7/20(木) 12 7/19(水)
終業式の前
日 7/20(木) 11 7/18(火)

終業式の前々
日 夏季休業日 7/20(木) 11 7/18(火)

終業式の前々
日 7/20(木) 12 7/19(水)

終業式の前日
7/20(木)

8月 2 8/30(水)
学校行事の日程
により、8月から
給食提供を開始

8/25(金)

小計 68 68 67 65 67

9月 開始 19 9/4(月)

始業式の翌日

9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌
営業日 9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌日

9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌日

9/1(金) 20

10月 21 21 21 21 21

11月 20 20 20 20 20

12月 終了 15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金) 15 12/21(木)
終業式の前
日

12/22(金) 14 12/20(水)
終業式の前々
日 冬季休業日

12/21(木) 15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金) 15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金)

小計 75 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75 74 75 76

1月 開始 16 1/10(水)

始業式の翌日

1/9(火) 16 1/10(水)

始業式の翌
日

1/9(火) 16 1/10(水)

冬季休業日
始業式の翌日 1/9(月) 14 1/12(金)

食材業者や調理
委託企業の業務
日程の調整によ
る

1/9(火) 16 1/10(水)

納品事業者に発
注後、中2日間あ
ける

1/9(火)

2月 19 19 19 19 19

3月 終了 14 3/21(木)

修了式の前日

3/22(金) 14 3/21(木)

修了式の前
日 3/22(金) 13 3/19(火)

卒業式､修了式
の前々日
学年末休業日

3/22(水) 13 3/19(火)

終了式の前々
日 3/22(金) 12 3/18(月)

給食回数の調整
のため 3/25(月)

小計 49 49 48 46 47

合計 192 192 189 186 190

令和5年度　学校給食計画回数（調査）  

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

●●学校給食センターの管理運営に関する規則：
学校給食の休業日次のとおりとする。
①学年始め休業日　4月1日から起算して日曜日及び土
曜日を除く4日を経過する日まで
②夏季休業日　7月21日から8月31日まで
③冬季休業日　12月24日から翌年1月6日まで
④学年末休業日　3月25日から3月31日まで
⑤県民の日
⑥臨時休業日　学年を通じて7日以内で、校長があらかじ
め教育委員会の承認を得て定める日
⑦日曜日及び土曜日並びに祝日
⑧始業式の翌日から終業式の前日まで提供する。
※年度192回から193回の給食の提供となります。

4 5

184 187

Ａ市町名

365日から休日、祝・祭日、始業式、終業式、終業式の前日、
卒業式、学年はじめの休日、夏季休業日、冬季休業日、学
年末休業日、県民の日、を除いた日

1№ 2 3

設定根拠

設定はしていない。 190

例年、187日の給食センター稼働日から給食を実施しない
日（補足事項参照）を除いた184日を給食実施日としてい
る。

本市給食センターで契約している運営・維持管理業務委託で
は、提供回数によって委託料を支払う内容としていることから、
明確に給食回数を規定していない。このため、給食回数につい
ては、毎年、教育課程・カリキュラム等の学校行事の日程と調
整して決定している。

1
　
　
学
　
　
期

2
　
　
学
　
　
期

3
　
学
　
期

基本回数 195

年間195日を上限として、始業式の翌日から終業式の前
日まで提供する。
※195日は、毎月の給食費を根拠としている。
●●●学校給食センター管理運営規則（休業日）第6条
は、●●●学校管理規則（休業日等）第19条の2第1項第
1号から第5号までに定める日
（1）学年始め休業日　4月1日から起算して4日間。（日曜
日及び土曜日に当たる日数は、当該期間に算入しない）
（2）夏季休業日　7月21日から8月31日まで
（3）冬季休業日　12月24日から翌年1月6日まで
（4）学年末休業日　3月25日から3月31日まで
（5）県民の日
（6）臨時休業日　学年を通じて7日以内で、校長があらか
じめ教育委員会の承認を得て定める日

月

資料５－３【成田市提供】
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令和5年度　学校給食計画回数（調査）取りまとめ一覧R6.1月

学期

4月 開始

5月

6月

7月 終了

8月

小計

9月 開始

10月

11月

12月 終了

小計

1月 開始

2月

3月 終了

小計

合計

市町名

№

設定根拠

1
　
　
学
　
　
期

2
　
　
学
　
　
期

3
　
学
　
期

基本回数

月 　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

14 4/11(火)

小学校入学
式の翌日

4/6(木) 14 4/11(火)

各学校の行事
予定等による

4/6(木) 15 4/10(月)

始業式の翌日
※4/7入学式

4/6(木) 17 4/6(木)

始業式

4/6(木) 15 4/10(月)

始業式後　回数調
整

4/6(木)

20 20
各学校の行事
予定等による 18

体育祭代休、
予備日-2日

20 20

21 21
各学校の行事
予定等による 22 21 21

11 7/18(火)
終業式の
前々日 7/20(木) 13 7/20(木)

各学校の行事
予定等による 7/20(木) 9 7/13(木)

夏季休業開始
前々日 - 14 7/21(金)

終業式
7/21(金) 10 7/14(金)

終業式後
夏季の食中毒予防期
間として終了を早め
た

7/20(木)

3 8/29(火)
夏季休業終了
翌々日

8/27（日）
夏季休業終
了

66 68 67 72 66

19 9/4(月)

始業式の翌
日 9/1(金) 19 9/4(月)

各学校の行事
予定等による

9/1(金) 20 20 9/1(金)

始業式

9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌日

9/1(金)

21 21
各学校の行事
予定等による 16

10/3(火)終了
10/12(木)開
始

前期終了前々
日
後期開始翌日

10/11(水) 10/5(木) 19 21

20 20
各学校の行事
予定等による 20 20 20

14 12/20(水)
終業式の
前々日

12/22(金) 16 12/22(金)
各学校の行事
予定等による 12/22(金) 15 12/21(木)

冬季休業開始
前々日

- 16 12/21(木)
終業式

12/21(木) 15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金)

74 76 71 75 75

16 1/10(水)

始業式の翌
日

1/9(火) 16 1/10(水)

各学校の行事
予定等による

1/9(火) 16 1/10(水)

冬季休業終了
翌々日

- 17 1/9(火)

始業式の翌
日

1/8(月) 16 1/10(水)

始業式の翌日

1/9(火)

19 19
各学校の行事
予定等による 19 19 19

12 3/19(火)

修了式の
前々日 3/22(金) 14 3/21(木)

各学校の行事
予定等による 3/22(金) 14 3/22(金)

修了式の前日

3/25(月) 15 3/22(金)

修了式

3/22(金) 14 3/21(木)

修了式の前日

3/22(金)

47 49 49 51 49

187 193 187 198 190

Ｊ

年間185日以上
（●●●学校給食センターの管理及び運営に関する規則第２
条）
※190日は、毎月の給食費を根拠としている。

190

始業式から終業式まで提供する。ただし、冬季休業明けの
始業式の日は提供しない。なお、始業式や終業式の提供
は学校により異なる。

Ｈ ＩＦ

始業式及び終業式(修了式)を行う日並びに終業式(修了
式)を行う日の前日を除いた日を実施日とする。
※第1学期は、小学校入学式の翌日から実施日とする。
※小学1年生は，入学式の1週間後を開始日とする。

6 7 8

190 184

年間187回を上限として、始業式（長期休業終了）の翌日また
は翌々日から終業式・修了式（長期休業開始）の前日または
前々日まで提供する。

9 10

Ｇ

200（年により異なる）

年間184日を上限としている
根拠は毎月の給食費から算出している

187
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令和5年度　学校給食計画回数（調査）取りまとめ一覧R6.1月

学期

4月 開始

5月

6月

7月 終了

8月

小計

9月 開始

10月

11月

12月 終了

小計

1月 開始

2月

3月 終了

小計

合計

市町名

№

設定根拠

1
　
　
学
　
　
期

2
　
　
学
　
　
期

3
　
学
　
期

基本回数

月 　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

　回数
開始及び
終了日

理由等 始業式
終業式
修了式

13 4/12(水)

中学校入学式の
翌日 ※小学校は
入学式翌日の
4/13（木）開始

4/6(木) 13 4/12(水)

各学校の人数
の確定等に日
数を要するた
め。

4/6(木) 13 4/12(水)

学校が保護者か
らのアレルギー
回収書類の確認
に2日程度を要
するため

4/7(金) 16 4/7(金)

始業式の翌日

4/6(木) 12 4/13(木)

小学校入学
式の翌日

4/6(木)

20 20 20 20 20

21 21 21 21 21

12 7/19(水)
終業式の前日

7/20(木) 10 7/14(金)
中学校終業式
当日のため

中　7/14
小　7/20

13 7/20(木)
終業式の当日

7/20(木) 12 7/19(水)
終業式の前日

7/20(木) 12 7/19(水)
終業式の前
日 7/20(木)

66 64 67 69 65

18 9/5(火)

原則として始業
式の翌日
※年間188日にする
ための調整

9/1(金) 19

始業式翌日

9/1(金) 18 9/5(火)

学校が保護者か
らのアレルギー
回収書類の確認
に2日程度を要
するため

9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌日

9/1(金) 19 9/4(月)

始業式の翌
日 9/1(金)

21 21 21 21 21

20 20 20 20 20

15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金) 15 12/21(木)
終業式前日

12/22(金) 16 12/22(金)
終業式の当日

12/22(金) 15 12/21(木)
終業式の前日

12/22(金) 15 12/21(木)
終業式の前
日

12/22(金)

74 75 75 75 75

16 1/10(水)

始業式の翌日

1/9(火) 16 1/10(水)

始業式の翌日

1/9(火) 15 1/11(木)

学校が保護者か
らのアレルギー
回収書類の確認
に2日程度を要
するため

1/9(火) 16 1/10(水)

始業式の翌日

1/9(火) 16 1/10(水)

始業式の翌
日

1/9(火)

19 19 19 19 19

13 3/21(木)

修了式の前日
※卒業式当日を
除く

3/22(金) 14 3/21(木)

修了式の前日

3/22(金) 14 3/21(木)

終業式の前日

3/22(金) 14 3/21(木)

終了式の前日

3/22(金) 13 3/21(木)

修了式の前
日 3/22(金)

48 49 48 49 48

188 188 190 193 188

Ｎ

小学校入学式の翌日から修了式前日まで提供する。

189回（令和5年度）

印西市

190 基本回数は特に定めていない

Ｍ

年間１８９日を基本として、提供日を設定している。

189回（令和５年度は188回）188

平成19年に市議会において、学校給食における実施日数
の増加に関する請願が上程され、採択されたことを受け、
現在の日数となった。

●学校給食費に関する条例施行規則により、年度ごとに教
育長が基準となる実施回数を定めている。

11 12

Ｋ

年間188日を上限として提供する。根拠不明。

Ｌ

14 1513
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